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１ 自治基本条例って何？

この条例は、住民自治を進める際の理念や考え方とともに、住民、村長、議員、職員の４者が

それぞれの責務を果たして協力していくための役割分担のあり方を「村政運営の基本原則」とし

て定めています。「私たちのむらがどのような考え方や制度・原則で運営しているのか」をみんな

で共有できるよう、基本的な制度や原則を総合的・体系的に整備した最高位の条例であることか

ら、むらの最高規範として位置付けられ、「むらの憲法」にあたるといえます。 

２ どうして自治基本条例が必要？

※こうした自治基本条例を制定する動きは、全国的に広がっています。北海道ニセコ町が平成 12 年に全

国で最初に制定して以来、全国で約５０の自治体が制定済であり、青森県内では、旧倉石村が最初に制定

し、現在、３自治体が制定しています。 

自治体行政は、これまで国が決めた法律や

通達などによる全国一律の考え方が判断基準

となっていましたが、平成１２年に施行され

た地方分権一括法により、地域のことは地域

で決める時代となりました。 

自治体は、それぞれの地域の事情や環境に

合わせて自らの判断基準でむらづくりを行う

ことができるよう、法令等を自主的に解釈し

運用するための「基本的な仕組み」をつくる

必要性が出てきました。 

◎ 背 景 

こうした背景に対応するため、多くの自治

体が、総合計画や行政評価・情報公開・住民

参加などを取り入れながら行政運営を行って

いますが、これらは法律に細かく規定されて

おらず、それぞれの自治体が独自の考え方で

定めています。 

これらの制度を相互に連動させて相乗的な

効果を挙げるようにするため、「自治体運営の

仕組み」としてまとめた制度とし、更にむら

全体で共有するためには条例化する必要があ

ります。 

◎ 条例の必要性 

３ 条例ができると何が変わるの？

住民の皆さんの日常生活が目に見えて変化

するわけではありません。 

むらを運営するルールをあらためて定める

ことにより、主に次のような事項が効果とし

て挙げられます。 

① むらがどのような制度や原則で運営して

いるか、住民・議会・行政が共通認識を持

つことができる。 

② 村政運営の制度が分かりやすくなり、村

政への参加・監視・点検として活用でき、

行政活動の質を高めることができる。 

③ 将来にわたり住民が主役となった自治を

進めていくことがあらためて明確になる。

村の根幹的な制度が関

連付けて盛り込まれる

ため、村政運営の制度が

分かりやすくなり、政策

の透明性が高まり、政策

への参加意欲が高まる

ことが期待されます。 

◎ 住民にとって 

村の制度が条例に基づ

き適切に機能している

か点検することにより

安定した行政運営を行

うことができ、行政の水

準を高めることにつな

がります。 

◎ 村長にとって 

条例に定められたルー
ルに基づいて村政が運
営されているかどうか、
行政活動を監視するた
めのツールとして活用
でき、政策提言の充実に
結びつけることができ
ます。 

◎ 村議会にとって 

普段の仕事で踏まえる

べき原則などがルール

化されるとともに、法令

の自主的な解釈・運用や

法務能力の向上が求め

られ、質の高い政策立案

につながります。 

◎ 村職員にとって 




